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1. トラッキングスキーム概要

2. 具体的な手続き
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トラッキングの趣旨・目的

 JEPX非化石価値取引市場で購入したFIT非化石証書の由来となった発電所を明らか
にします。（JEPXで非化石証書を購入しただけではトラッキングは付与されません）

 トラッキング付非化石証書については、需要家のRE100に対する報告に活用できます。
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2024年2月FITトラッキング概要

 実施時期: 

2024年5月20日～24日に開催されるFIT非化石証書オークションに合わせて実施

 参加条件: 

１．小売電気事業者（5月の非化石証書オークション時点でJEPX非化石価値取引会員資格が必要）

２．仲介事業者（5月の非化石証書オークション時点でJEPX非化石価値取引会員資格が必要）

３．需要家（法人であり、5月の非化石証書オークション時点でJEPX非化石価値取引会員資格が必要※1）

４．FIT発電事業者（特定の事業者・需要家に対して属性割当を希望し、合意がある場合のみ参加が必要。法人のみが対象。）

 対象とする属性情報: 

参加を希望した発電事業者の登録する設備が2023年10月～12月の間に発電したFIT電気に対応する
属性情報

 実施主体: 日本卸電力取引所、及びその委託を受けたBIPROGY株式会社

 トラッキングに関する費用:

JEPX会費、非化石証書購入費用以外で追加費用はありません。（ただし、トラッキング有償化検討は今後実施
予定となりますので、適切な周知期間の後、変更となる可能性はございます※2）

※１ JEPX会員への加盟手続き詳細はJEPXのHPよりご確認下さい。（http://www.jepx.org/)
※２ https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/063_05_00.pdf
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手続きが可能となる発電事業者の条件について

 特定の事業者に対して自社所有設備のトラッキング割当を希望する事業者であり、かつ
当該FIT設備の発電する電気を一般送配電事業者に販売している場合のみ参加手
続きを実施下さい。（小売買取設備※1は参加手続き不要）

 なお、これまでと同様、手続きを委任することは可能です。

※1 当該FIT設備の発電した電気を毎月、小売電気事業者が買い取っているもの
※2 一般送配電事業者は下記URLに記載のある10者となります。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/
summary/electric_transmission_list/
※3 委任状を提出することで手続きを委任することは可能。

FIT発電設備を所有する事業者

手続き不要
特定の事業者へ自社所有設
備の割当を希望する

割当を希望するFIT設備が
発電する電気を一般送配電
事業者※2に販売している

NO

YES

YES

手続きが必要※3

手続き不要
NO

 参加フローチャート
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付与される属性情報（トラッキングされる情報）

 下記属性情報を非化石証書に付与（トラッキング）します。

1. 設備ID

2. 発電設備区分

3. 発電設備名

4. 設置者名

5. 発電出力(kW)

6. 認定日

7. 運転開始又は予定日
(※2023年度第1回より「定期報告の日付」を表示するように変更)

8. 設備の所在地

9. 割当量(kWh)

※付与される属性情報は2023年10月～12月時点のFIT登録情報に基づきます。FIT
登録情報の変更申請が行われている場合でも、該当期間以前に変更が完了していない
場合は変更前の属性情報が付与されます。
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FITトラッキング付非化石証書（残高証明書）のイメージ

 発電所情報が紐づけられたトラッキング付非化石証書は下記イメージで作成されます。

 トラッキング付非化石証書に付与される属性情報は、設備ID、発電設備区分、設備の所在地、
発電設備名、設置者名、発電出力、認定日、運転開始日、割当量となります。

 これまで参考情報追記申請で追記していた正式メニュー名、通称メニュー名、購入予定需要家
については、事業者様で登録頂くことになりました。※詳細な操作方法については、「非化石トラッキングポー
タルサイト操作ガイド」の「3.3操作説明（口座管理システム編）」をご参照下さい。

トラッキング付非化石証書のイメージ
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今年度のスケジュール

 2023年度中に実施される4度のFIT非化石証書オークション全てにおいて、購入された
非化石証書に属性情報を付与します。

 今回のトラッキング対象となる属性情報は、2023年10月～12月の発電実績として電
力広域的運営推進機関に登録された情報となります。 （※2022年1月～12月発電分
は対象外となります。 ）

FIT
非化石証書
オークション

属性情報の
付与

トラッキング
対象となる
属性情報

2024年

23年度
第3回オークション

2023年

1-3月分
FIT電気発電量

23年度第3回

4-6月分
FIT電気発電量

7-9月分
FIT電気発電量

23年度
第2回オークション

10-12月分
FIT電気発電量

23年度第2回

23年度
第4回オークション

(5月20日～24日)

23年度第4回
(今回)

6月5月4月3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月

23年度
第1回オークション

23年度第1回
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1. トラッキングスキーム概要

2. 具体的な手続き



土金木水火月日

4/64/54/44/34/24/13/31

4/134/124/114/104/94/84/7

4/204/194/184/174/164/154/14

4/274/264/254/244/234/224/21

5/45/35/25/14/304/294/28

5/115/105/95/85/75/65/5

5/185/175/165/155/145/135/12

5/255/245/235/225/215/205/19

6/15/315/305/295/285/275/26

6/86/76/66/56/46/36/2

9

：小売／需要家／仲介 ：発電スケジュール

9

割当結果確認

権利確定実施／残高証明書確認（※2024年7月まで権利確定処理可能）

事業者口座への結果反映★

★割当結果通知(小売)

★再エネ特定卸供給契約書締切
★PPA属性移転確認書締切
★委任状締切

事業者登録／割当申請（設備特定申請／通常割当申請）
事業者登録／特定割当設備登録（再エネ・個別合意）

★事業者説明資料掲載(Web)
★告知(ポータルサイト上)

事業者登録／割当申請（設備特定申請／通常割当申請）

事業者登録／特定割当設備登録（再エネ・個別合意）

非化石証書の購入

事業者登録／割当申請
事業者登録／特定割当設備登録

権利確定実施／残高証明書確認
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トラッキング付非化石証書発行の流れ（発電事業者）

設
備
特
定
割
当

個
別
合
意

通
常
割
当
申
請

4/2-4/16

①事業者登録

5/15-5/17

⑤非化石証書
取引市場期間

5/20-5/24 －

④割当作業期間

（手続不要）
属性情報割

当の最終結果
に対し、非化
石証書を不足

なく購入

（手続不要）
割当作業

※1

※１ 割当情報に不備がある場合は発電事業者に対しても確認を実施するケースがあります。
※２ 申請した割当希望が、希望する事業者に対して割当たったことをメールで通知します。

②特定割当設備登録申請

再エネ特定卸供給
契約の確認書類提出

小
売
買
取

再
エ
ネ
特
定

卸
供
給
契
約

• 事業者情報の
登録

割当方法
③再エネ特定卸供給
契約確認

・特定割当設備登録
申請書提出

割当結果
通知確認
※２

手続無し

⑥結果通知

4/2-4/18

手続無し

割当を希望する設備が小売買取設備（FIT電気を購入している事業者が電気小売事業者となる）のみ
の場合は手続きは全て不要です。
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①事業者登録 – 事業者情報の登録
 事業者登録は事務局にて登録を実施致します。

新規事業者様(JEPX会員)分は、JEPXから事業者情報を頂いた後に登録となります。
JEPX会員以外の発電事業者様で、登録が必要な事業者様は下記情報を事務局までメールで
送付願います。※委任をされた場合でも事業者登録は必要となりますので、対応をお願いします。
事業者情報の登録は一度実施頂くことで、次回以降の登録は不要となります。

 登録完了後、【非化石トラッキングポータルサイト】で利用するための「事業者番号」、「仮パスワー
ド」が記載された事業者登録通知メールが送付されます。（次ページ参照）
事業者登録は随時受付をしております。
今回のトラッキングで申請を行いたい場合の登録期限:4月16日まで

・JEPX会員番号（※JEPX会員になっている事業者は必須）
・事業者名（必須）
・事業者名ふりがな（任意）
・所在地（必須）
・法人番号（必須）
・担当者氏名（必須）
・担当者氏名ふりがな（任意）
・所属部署名（必須）
・役職（任意）
・E-mailアドレス（必須）
・電話番号（必須）

 登録時入力項目
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①事業者登録 – 事業者登録通知メール

 登録完了すると登録通知メールが、登録されたメールアドレスへ送付されます。

＜事業者登録通知通知（メール）＞

メールに記載されているURLにアクセスして頂き、
事業者番号、メールアドレス、仮パスワードを入力後、
アカウント確定をさせてください。
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①事業者登録（ログイン） –非化石トラッキングポータルサイト

 URLより【非化石トラッキングポータルサイト】にログインし、これ以降の手続きを実施下さい。

＜非化石トラッキングポータルサイトログイン画面＞

＜非化石トラッキングポータルサイトメニュー画面＞

事業者番号、メールアドレス、パスワードを入力すると
左の画面となりますので、
赤枠部分（トラッキング）を選択して、「事業者変更」を
実施願います。

以降の詳細な操作方法については、以下URLにあります
「非化石トラッキングポータルサイト操作マニュアル」をご参照願います。
https://pr.biprogy.com/solution/lob/energy/fit_tracking/index.html
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①事業者登録（事業者情報変更） –非化石トラッキングポータルサイト

 事業者変更を実施し、事業者登録を完了させて下さい。

＜非化石トラッキングポータルサイト事業者変更画面＞

メニューから【事業者変更】を選択すると、左の画面となりますので、
赤枠部分(以下の項目)の情報を入力し、
事業者変更を確定させてください。
・事業者区分
・参加トラッキング（※参加するトラッキングを選択。複数選択可）

※上記2項目を設定しないと、入札や【FITメニュー】、
及び 【非FITメニュー】が活性化されず、申請が出来ません。

トラッキングなしの場合でも、選択をお願い致します。

複数兼務していて、選択肢にない場合は、
小売兼需要家の場合は「小売」を、
仲介兼需要家の場合は「仲介」を選択願います。
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①事業者登録（FITメニュー） –非化石トラッキングポータルサイト

 「事業者区分」、「参加トラッキング」を設定して再ログイン後、【トラッキング】メニューから、「FITメ
ニュー」を選択すると下記画面が表示されますので、手続き（各申請書の提出）を実施下さい。

＜非化石トラッキングポータルサイト FITメニュー画面＞

【FIT申請情報登録】を選択し（赤枠
部分）、手続き（各申請書の登録）
を実施下さい。

※ポータルサイトの利用時間は、月曜日～金曜日（平日 8:00～19:00）となります。
但し、木曜日は8:00～17:30までとなりますのでご注意ください。
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②特定割当設備登録 – 登録時入力項目

※１ トラッキングを希望する全ての設備を登録。
※２ 任意入力項目となります。可能ならば対象設備のBGコードを登録。
※３ PPA（再エネ特定卸供給契約）、個別合意をいずれかを選択。
※４ 1設備ごとに相手先事業者名を登録。
※５ 不明の場合は国税庁法人番号公表サイトより確認下さい。
（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）
※６ 「小売事業者」、「仲介事業者」、「需要家」から選択。
※７ 【入力方法選択】にて、入力方法を選択。

全量の場合は、「対象期間全量とする」を選択。
※8 【入力方法選択】にて、「対象期間全量とする」を選択しない場合は、

「割当量（kWh)」を登録。

・設備ID (※１)
・設備IDごとのBGコード (※2) 任意入力
・設備IDごとの参加区分（※3）
・相手先事業者名（※４）
・相手先事業者法人番号（※５）
・相手先事業者区分（※6）
・入力方法選択（※7）
・割当量（※8）

 申請の際に必要な項目は下記となります。

 申請設備はExcelファイルにて提出となります。テンプレートは【FIT申請情報登録】画面
にて公開しております。（申請書をダウンロードし、必要事項を記入して 【FIT申請情報
登録】画面から提出下さい）※詳細はP.20をご確認ください。
登録期間は4月2日～4月16日です。

 登録時入力項目

・ PPA（再エネ特定卸供給契約）、個別合意の設備に対して、設備ID、相手先小売事業者名、法人番号を記載
下さい。BGコードの記載も合わせてお願い致します。（BGコードが不明の場合は記載不要です）

・【入力方法選択】にて、割当方法を選択下さい。
「対象期間全量とする」を選択していない場合は、「割当量（kwh）」を入力して下さい。
※全量の対象は、年度分のすべての発電量から、既に割当済み分を減算した分となります。
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②特定割当設備登録 – 特定割当設備登録申請書イメージ

設備ID※１ 設備IDごとのBGコード※３

設備IDごとの参加区分※２

相手先事業者、法人番号、事業区分※４

記載方法については、申請書フォーマットに記入例を記載しておりますので、そちらをご確認下さい。

※１ トラッキングを希望する全ての設備を登録。1つの設備IDに対して
複数の小売事業者がいる場合は、1行で申請せずに改行して申請。

※２ 設備ごとのBＧコードを登録(不明の場合は記載不要）
※３ PPA（再エネ特定卸供給契約）、個別合意を登録。
※４ 相手先の事業者名、法人番号、事業区分を登録。
※５ 【入力方法選択】において、「対象期間全量とする」か否かを選択。

「対象期間全量とする」を選択しなかった場合は、割当量を登録。

割当量入力※5
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 発電事業者に代わり、PPAや個別合意相手の
小売事業者や、その他の事業者（以下、代
理事業者）が事業者登録、及び申請書の登
録を行うことが可能です。

 委任状はPDFファイルで【FIT申請情報登録】
画面より提出をお願い致します。
※詳細はP.20をご確認ください。

 代理登録を行う場合、委任状を提出していた
だきます。提出期間は4月2日～4月18日で
す。※１

②特定割当設備登録 –委任状の提出（代理登録を行う場合のみ）

※１委任状は、年度内に一度提出頂いている場合は、再提出不要です。
（2022年度第4回以降、提示していない事業者様は再提出をお願い致します）

※２委任状のサンプルは手続き関連ポータルサイトの下記Webページよりダウンロード可能です。
(https://www.biprogy.com/solution/lob/energy/fit_tracking/)

提出サンプル※2

※委任事業者の氏名については代表者の氏名で、
押印は会社印でお願い致します。
受任側の氏名は、担当責任者の氏名で構いません。
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③確認書類提出 – 再エネ特定卸供給契約確認 （対象事業者のみ）

 申請通りに再エネ特定卸供給契約※1が締結されていることを確認するため、発電・小売事業者
双方から下記の書類を【FIT申請情報登録】画面より提出願います。
※なお、委任されている場合は、小売事業者様からのみの提出となります(発電事業者様からの提出は不要)

 Excelファイルにて提出となります。テンプレートは【FIT申請情報登録】画面で公開しています。
（テンプレートをダウンロード後、必要事項を記入して 【FIT申請情報登録】画面から提出下さ
い）※詳細はP.25をご確認ください。

 提出期間は4月2日～4月16日です。

※1 今回は2023年7月～9月の期間において再エネ特定卸供給契約があることが必要となります。
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② ③各申請書登録（FIT申請情報登録） –非化石トラッキングポータルサイト

 【FIT申請情報登録】を選択すると下記画面（FIT申請書登録画面）が表示されますので、手
続き（各申請書の登録）を実施下さい。

＜非化石トラッキングポータルサイト FIT申請書登録画面＞

・登録したい申請書のフィールド(緑枠部分）をク
リックすることで、ファイルを指定することが出来ます。
・指定すると、「登録済みファイル」に登録したファイ
ルが表示されます。（青枠部分）
・ファイル指定後、「登録」ボタン（赤枠部分）を
押下して登録を確定下さい。



21

⑥結果通知 →2023年度第4回は送付なし

 発電事業者は小売事業者と合意し参加しているため、基本的には申請書通りの割当
が実施されます。

 その為、2023年度第3回の割当結果通知メールでも記載をさせて頂きましたが、割当
時点で問題が発生した時のみ、ご連絡をさせて頂き、今回においては結果通知メールは
送付なしとさせて頂きます。



 環境配慮への取組が企業価値の向上に繋がりうる情勢であることを踏まえ、小売電気事
業者や需要家からは、トラッキング情報を対外的に公表するニーズも想定される。

 一方で、現在のトラッキング実証においては、発電事業者がトラッキング証書を割り当てら
れる先を選択できないケースも存在する。そのため、発電事業者が望まない小売電気事
業者や需要家に割り当てられた場合、同意なくトラッキング情報を対外的に公表される
ことは発電事業者にとってのレピュテーションリスクに繋がる可能性もあると考えられる。

 RE100等の国際的な取組においては、購入した証書に電源のトラッキング情報が必要と
なっているケースも多い。他方、具体的にどの電源の証書を調達したかを対外的に公表す
ることは、一般的な要件とはなっておらず、需要家が調達した電気の再エネ環境価値を主
張するにあたり、トラッキング先の具体的な電源の対外公表が不可欠とはされていない。

 上記を踏まえれば、FIT電気の環境価値を証書として市場に供出するにあたり、トラッキン
グ情報の付与については発電事業者からの同意を不要とする一方、発電事業者のレピュ
テーションリスクにも配慮し、トラッキング先の具体的な発電設備名、設置者名について、
小売電気事業者や需要家が対外的に公表する場合には、発電事業者の同意が必要
と整理してはどうか。

 上記を担保するため、以下のルールを（再エネ価値取引市場の制度設計において）
盛り込む方向で検討を深めていただくことにしてはどうか。

 同意なく、対外公表を行った場合には、取引制限措置（一定期間の参加資格停止など）

 他法令等に抵触するような不適切な事業者の排除措置（参加資格要件の設定など）

【参考】トラッキングにおけるレピュテーションリスクへの対応
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第33回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会（2021年6月3日)

資料1より一部改
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問い合わせ先

 トラッキング手続きについてご質問がある場合は下記問い合わせ先にお問い合せ下さい。

非化石証書トラッキング 事務局 (BIPROGY内) 
主担当者: 松屋、高嶋
お問合せメールアドレス:hikaseki@biprogy.com
※基本はメールで問い合わせください。

お問合せ用電話番号:050-3132-8286
※参加手続きに関する不明点で急ぎの用件は電話で問い合わせください。制度等のご
質問は上記メールに誘導させて頂きます。


